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(219) 白

アダム・スミスの国家論

国家権力の形成過程の論理と歴史を中心にして一一

中谷武雄

I はじめに

1976年は， アダム・スミスの『諸国民の宮』が発刊されて 200年に当たるの

で，多様な記念事業的研究が企画されてきた。これらの企画は，わが国におい

ても，スミ:A研究を更に大きく発展させる上で，大いに貢献するであろう。

ところで，日本における λ ミス研究は，世界に他の類いを見ないほど高い水

準に発展しているといわれており1) 研究の伝統も長<， 日本資本主義の思想

像に多大の影響を与えた多〈の研究者層を擁してきた。日本における旦ミス研

究史から見て，現在の日本のスミ月研究は，戦後の第二段階に入っているとい

われているへ この段階での研究動向は，戦前・戦後の第一期(19閃年代前半〕

の成果を継承しつつ発展させるべく，次の三つの方向に主要には集中されてい

る。一つは財政論ー宇国家論への上向を目指すもの。二つは『道徳感情論~，特

にその中での人間論を掘り下げようとするもの。三つはλ コットラ Y ド歴史学

派と λ ミλ との関連を探ろうとするものである九

小論は，スミスの国家論を，財政学における租税発生史論的な見地から考察

しようとするものなので.研究史における第ーの方向についてのみ若干展望L

1) 例えば，他の諸国には例がないような， rアダム・久ミスの金」というものが組織さオC，有益
な晶勤を行っているくアダ人ースミス申会回大河内一男編「アダム・スミスの味J東京大学出版
会， 1965年，事照〉。 また，マルクスとともに，スミス研究が日本において盛んなことの背景と
その意味に引、ては，匝談会(大河内 男旭L 日本とアダムースミ y、，大河内 男編「国富論
研究Jm.筑摩書房. 1972年，参照し

2) 杉原四郎，日本におけるアタム スミス，周上「国富論研究Jm， 176へ ν. 
3) 同上，1Bl-182へージ。
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てみよう。この流れは山崎怜氏や和田重司氏によりその先鞭をつけられたとさ

れるもので，その特徴ば一言でいうならば， r諸国民の富』を中心にしてス Z

Zの経済学体系を，財政論や経済政策論をも含めて，マルクスの経済学批判体

系のプランにそって，全体系的に再構成を試みようとするものである。乙れは，

国家論を視野の外においた従来の学説史研究の狭さを克服することを目標に置

いたものでペ 国家独占資本主義体制!といわれる現在の状況の下にあっては，

国家論の視点を欠いて現実的な課題に対して，経済理論が有効な役割を果せえ

ないという認識が強〈働いている九

両氏を中心左する三の流れの研究は，財政論や経済政策論，更には国家論を

も，エミ λ研究の中に定着させるという%<わめて大雪な成果を築いた。 ζれら

の研究のうち，例えば山崎怜氏による， I絶対的な安価な政府論J=フツレジョア

・ラデイカリズム(ト マス・ベインら〕と， I相対的な安価な政府論J=生産力l

水準との調和をもった不生産的階級論(アダム・スミス〉という区別をとりあげ

てみよう。氏は，生産力すなわち分業の発展水準にふさわしい，それにみあっ

た政府形態の分割戸， あるいは， 国家範鴎を圏民的総分業体制の総括と Lて位

置づける7)というように，生産力の発展と，分業の発展水準との関連において

財政論や国家論を把握Lょうとするものであった。こうした方向は，スミス研

究史においては I搾取の体制]と「富裕の体制」との矛盾した事実の共存す

るア、ミスの文明社会.この謎を解く鍵としての分業による生産力の発展を認識

したよと.すなわち生底力とその要因をスミスが科学的に認識したιとを強調

された内田義彦氏のスミス経済学の理解0)の延長線上に， 国家論を位置づける

4) 同.アダム・スミス研究士1献解題，前掲「国富論研究Jm， 257-258ベー討。 なお撞出社 13も
奉照のこと@

5) 同，前出』日本におけるアダム・スミス， 183へージ。 なおスミス研究史田展望については，
和原四郎氏の前山ニ論士の他に川久保鬼志，日本におけ~アダム スミス研究， r季刊社会思想』
3巻第1号， 1973竿4月，や，大轟郁夫， 日本におけるスミス研究の動向， r週刊東洋経済」昭
和51年2月13日，臨時増刊"圏富論1I20C年特集J，なども重量照のこと。

6) 山崎怜， w安価な政府』の基本構成， r香川大学経済論叢」第41巻第2号， 1968年6月，地。
7) 同，アダム・スミスと国家，前掲「国車論研究Jm，他B

町 内田義彦「増補経済学¢生誕」未来社， 1田2年。特に後編参照，



アダム スミスの国家論 (221) 85 

ものといえよう。両者にあっては，国家目不生産的な性格が前提され℃おり(も

ちろんこのことは正しい把握ではあるが)， その負担の軽減の問題を前面に出すか

否かの差があるものの，スミスの国家論を，社会の生産力の進歩との調和論と

して高く許価したものに他ならない。

小論では，従米の研究成果をふまえつつも，単に国家を生産)Jの発展水準と

の調和白中でのみつかむのではなく，生産力り進歩が，住民の商業や産業への

専心を呼び起こし，国家の行政への参加の時間がなくなること.すなわち，行

政や裁判り「専門家」と住民一般との分業の中で国家の発生を把握しようと試

みた。この試みは，スミスの分業論がたえず時聞の要素に着目している(例えば

(分業による利益のーっとしての時聞の節約〉ことに注目し，社会の分業の発展に伴

う国家権力の発生を，時間の余裕がなくて行政に参加できない人びとと，時間

の余裕があって行政や裁判に専心できる人びととの分業の固定化を媒介にして

把握している側面を分析するものである。またその中で，国家の階級的な性格

と，政治的権力の相対的自立化，またその強化の根拠を解明することをも試み

ようとするものである。これは国家論の重要な現代的課題の一つが，巨大に発

展した生産力水準の下では，それにふさわしいあるべき国家形態を追究するこ

とだけでは十分でなしその生産力を管理・統制し，その成果を大多数の住民

に還元しうる方途として，労働時間と生活時間の区別，生活時間の拡大による

行政への参加の保障を考えてゆ〈ことこそ重要であると考えるからであるへ

乙うした観点に立って園家論を整埋していこうとするならば，われわれはス

ミスの国家論に多くの積極性と，また，消極的性格をも浮彫りにできるであろ

うo 結論を先取りして言えば，見ミスの国家論の積極性とは，社会の進歩とと

もに，時間の要素の問題から，行政に参加しうる余裕のない人と，行政に参加

9) ，労働者が売り渡す時閣はいつ終る白か，また，被自身のものである時聞はいつ始まるのか，
を明らかにする」という苦働時間と生活時間D区別と，それが新しい社会への変革に果す意義を
明らかにしたのは，マルクスの大きな功績である(，資本論』第1部第8章労働日，やその他を参
照).また人聞の発達の龍点から，ょの点に注目した杉原四郎氏の興味ある展開も参問、のこと(杉
原四郎「ミルとマルクス，噌訂版」ミネルヴァ書房， 1田7年，特に第1剖l第4章).
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できる時間のある人との分業の必然性を論証L，それによって，精神労働と肉

体労働との分業に関する科学的把握の手がかりを提供しえたことであろう Q ま

たその限りにおいて，社会の中から出て社会の上に立つ国家10)の発生史的把握

にある程度成功した乙とである。しかし他面，この行政に参加する時間のない

人びとは，租税を支払って，少数者に統治業務を委託L，これによって私有財

産を保護してもらい，自分は仕事に専念する。よ二の分業により生産力を高める

ことが社会進歩の方向であると考え，統治する者と統治される者との分業を固

定化した ζ とは，スミスの圏家論の消極性である。なぜならば，生産力が高く

なれば，全ての人間が全面的に発達し，行政に参加できる前提が成熟する11)の

だが，スミスはこの側面を無視し，むしろ分業による人聞の「白痴イ七」を防止

し，社会的中ピ「貧乏人」をつなぎ止めてお〈ための教育の必然体を強調する

にいたる。これを，今日の工場法と対比しその教育条項と対比するならば，

その保守的性格は明瞭であろう。

それにもかかわらずスミスは.理論と政策と歴史の混合体としての古典経済

学問の代表者の一人であり，それ故に以上の課題に答えるためには，彼の国家

に関する言及部分を忠実に追跡していくことが有効であり，また不可避である。

したがって小論において引用が頻繁となり，まま長文になることもやむなしと

しなければならない。むしろこうした作業により，スミ且の国家論を正確に把

握することが可能となり，従来の学説史研究で立ち遅れている部分を克服し，

更に発展させていくことができる前提13)が形成されていくであろうと忠われる

10) 後出注32参照。

11) 労闘の転換，機能の摘動，労働者の全面的可動性を必強的にするJ~C寸大工業の本位の把

握や， ，いろいろな社会曲機能を自分のいろいろな活動様式としてかわるがわる行うような全体
問に発達した個人」の出現につい Cは， Karl Ma目， Da~ KapilCll. 1. MEW. Du. 23， 1962， 
カール マノレクス，資本論第1部，大内兵衛・細川嘉六監訳「マルクスニエンゲルス全集」第23

巻，大月書官 1965竿，特に第13章第9節， I工場立法(保健・教育条項)イギリスにおけるそ

町一般化J参照。

12) 島恭彦「財政学原理」日本評論新社，昭和29年， 6ベータ。
13) 伊j訂正 「国家の契機を捨象した従来の誓積論研究は， 7.、ミス研究をふくめて，いちじるLく

抽象的であって，それは政治経済学体系の上向展開の士めにも.スミスの総体認識のためにも，
古央軽揖学の).1~史的で主体的な把恒にも，重大な欠漏部分のひとつでゐる」という山奇怜民の指ノ



アダム・スミスの国家論 (:::::::3) 87 

からである白

II アダム・スミスの国家把撞

1 その主要な特徴点

アダム・スミァ、の国家に関する言及部分を概観すれば，彼の方法の顕著な特

徴点のい〈っかが即座に浮かび上がって〈る。これらの特徴は彼の国家観を基

本的に規定するものであり，小論の中心的な分析対象である国家権力の形成過

程に関じても大雪な影響を与えているといえる。また後々の展開にたいしても，

乙れらの特徴点を念頭に置いておくことが必要であると思われるので，まず初

めにスミ λ の国家把握の基本的特徴を要約しておきたい。

第一にその特徴点として浮かび上がるのは，エミスが圏家に言及するさいに

駆使する歴史的な考察方法，ないしは発生史的把握である。

「統治 governmentについての正当な観念を得るためには， その最初の形態を考

察L-， またいかにしてそれから他の形態が生じたかを観察することが必要であ品。」

(L. p. 14. 106ベーν〉川

また，例えば『諸国民の富1の第5編第 1章での経費論の展開において，社

会の発展段階を歴史的に区分して，その中で経費論の本質に迫っていることは

周知のことである。彼の歴史的な接近方法は，国家に関する考察をなすきいに，

最も基本的な役割を果しているといえよう。

第二はゑ右前産保護者としての国家=政府の本質規定であり，しかも私有財

¥摘(前出.r安価な政府Jの基本構成.27ベ}ジ，注18)や. ，労働価憧論から出発して国家の高

みを提示しているほとんど唯一のもの!という把握からする古典官〈笹神学研究の必要性を説いた
和田重司氏住圭済学史研究自問題点~" r思想JNo. 471， 1963年9月 119"""':' ゾ)を参照のこと。

14) L は『グラスゴウ大学講義j ""略号。引用へージ数は，前田方が， Adam Smith， Lectures 
07t Justicc， Police， Rcuenue and Arms. Deli'VBTed四 theUniversity o.f Gl.asgo即 by

Ad.句，'JnSmith， 問~Ported by a student in 1763， and edited叫 'than int四 d四 U四 and

n叫esby Edu，nn Cannan. Kelley and Millme1Il IllC.， New York， 1956，のそれを指し，控の
方は，高島菩哉 *田洋訳「グラスゴウ大学講義」日本評論社，昭和22年，のそれを指す。ただ
L訳文には若干手を加えた。なオo. 後四引用にも関して. [. ..) 0)中はヲ開者による挿入を，

は中時を示すものとする。なお強調点は原文Dまま。
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産一般ではなく，貧者からの富者の防衛ということである。

『市民政府 civilgovernmentは，それが財産D安全のために確立されるものであ

る限り，実は貧者に対v-c富者を防衛するために，すなわち無財産の人ぴとに対して

若干の財産を持つ人びとを防衛するために確立されるものな白である。」 CW. of N. 

II p. 715， IV 45ベジ)15)

注目すべきは， この財産保護が政府り基本的任務であるという規定が，第一

の歴史的な発生史的な考察方法により導き出きれている ζ とである。スミスは，

周知の上うに，社会の歴史的発展段階を，その主要な産業部門で表現して，狩

猟，牧畜，農業，商業の四つに分類した CL.p. 107， 244ベジ〉が，社会の初期

の段階ではいまだ政府というものは存在せず，陪史の発展の第二段階，すなわ

ち牧畜民族の段階で， 正規の政府と呼べるものが，私有財産の出現とともに発

生することを示しているべ

「ヰや羊の家音の私有ほ財産の不平等をもたらしたが， これが最初に正規の政府

regular government ~発生させた。財産が生じるまでは，政府というもりは存在し

えない。政府の本来の目的は，富を安全に守 t，富者を貧者から保護することにある

からである。J(L. p. 15， 107ページ〕

第三は財産保護が確実になされると，人びとは昌己の労働の成果を享受する

ことを保障されるのであるから，労働意欲が高まり，産業の発展も刺激される

という，国家の確立・強化による社会の発展への寄与の強調である。国家は確

かに不生産的なものではあるが.有用なものとしては，きわめて重要な役割を

15) ¥杭 ofN.は『諸国民中富』田略号。引用へ ジ数は，前の方が，An lnq叫 ryinto the 
Natu問 andCa削 esof the Wealth of Nations， General 'Editors R H.， Campbell and 
A. S. Skinner， Textual，Edi白rW. B. Todd， 2vols.， 1976. in The Glasgow Edition of the 
Works and Correspondence of Adam Smith， II， Q. U. P.，のそれを指t...後の方は，大内兵
衛松川七郎訳「諸問民の富」岩波文庫，昭和34.......，44年のそれを指す。ロ マ数字は両方とも分

冊数を示す。訳文には若干手を加えた。
16) 社会の発展段階を，狩猟，牧畜，農聾，商業という 直線の順序でっかむζ と，また牧畜民脹

の段階における家畜の私有と白関連で白み政府自発生を説くことは，史実的な面から見ても疑問
自費るとよろではあるが，よよではその点にふれる」となく， λξ スの言及部分を跡付け，再構

成することに専念したい。
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果すのであるo

，(政府が法とともに確立されると】これらは自分の財産を増殖した個人が， そり

果実を安んじて享受できるように彼らを保護する。法と政府によりすべての産業 art

が盛んになり，それらカ汚lき起こす財産の不平等は十分に保護きれる。法と政府によ

り，園内の平和が享受され，外撤回侵入は防御きれる。J(L. p. 160， 321ベータ)17)

2 国家権力の形成

スさスは，政府の基本的な権力として，次の三つをあげている m

「政府の権力は三つであるQ すなわち，第-1，公的利益のために法をつ〈る立法権。

第一に司法権。すなわち個々の人びとにこれらの法に服従させ，服きない者を処罰す

る権力。第三に行政権。人によってはこれを連合権と呼ぶもので，これには和l院の決

定権が属している18¥

政府の本源的形態においては， すべてのこれらの権力は人民全体に属していたJ

(L. p. 17， 110ベーシ)

基本的な権力が，人民全体に属していたので，統治は一般的に民主的であっ

た (L.p. 22， 117ベーの。 その段階で既に， 回りの人びとから非常に尊敬され，

彼らの決定にさいして大きな影響力を発揮できる人物が存在していたであろう

が，彼は全体の同意がなければ何事もなしえなかった (L.p. 15， 107ベジ〕。し

たがっτ狩猟民族の段階では.正規の政府というものはいまだ存在せず，人び

とは自然の法にしたがって生活しており (L.p. 1G， 107ベ ジ入権威といえども

単に名称以上のものではなかった (L.p. 137， 288ベジ〉。この段階では，特別

17) 国家が確立され，強化されることが，社会の発展に大きく寄与するという認識はs 不生産的労

働としての国家と有用労働としての園家とLイ区別とともに，精神労働と肉体労働との分業関係

の中で国家をつかむことむ重要性主も示している.スミスをフリ ドリツヒーリストと対比した

研究は，わが圃でも多〈由業績を残しているが， リスト)iJ~スミスにおいて生産力の理論のょに除を
説き，特に国家=精神労働の生産性を認識しなかったと主張している点は，明確に否定されねば

ならないであろう〈フリードリジヒ・リスト「政治産済学り国民的体系 1， 特に第12:章生産力の

理論と価値の理論，参照)，
18) よれら三つ白権力の名称について， 久ミスはそンテスキュ '" ，怯り精神』に言及している

CL. p.17， 110へ ジ〕。この三つの権力による政府権力のつかみ方，国家や法の歴史にそった考
察方法など，ジョン ミラーも指摘しているとうり CL.p. xiij-x.iv， 40-42ベージλ 特に『グラ

スゴウ大学講義』に対するそンテスキュ の影響は大きいものと思われる。
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な権力を専有し，それを背景にして社会を代表するような人びとと，そうでな

い人びとはいまだ分離きれておらず，社会と個人とは区別され，対立的なもの

としてとらえられないのである問。

以上のように，スミスは発生史的把握の観点を重視する立場から，社会の最

初白二つの段階，すなわち狩猟民族と牧畜民族を考察して (L.p 田， 115へ-~)，

次に既にのべたように，牧畜民族の段階で，私有財産の発生とともに本来の政

府が出現することをのベる。私有財産の保護のためには，富者を貧者から守る

ζ ともさることながら.先ず第ーにその社会の独t世維持する ζ とが不可欠で

ある。 λ ミスにあっては，財産の所有が，奴隷とは異なって人格的独立を表現

するものである叫から，財産所有とその安全の保障は，社会的な観点から見れ

ば，その社会の独立の確保が大前提であり，他民族の支配下にあっては，被支

配民族の財産所有は考えられないことになる。したがってこの段階では，財産

の所有者が自己の安全の維持のために，和戦の決定権を有利に機能させえるよ

うに，すなわち絶対権として行使できるようになっていることが重要である。

このようにして，先ず和戦の決定権が一部の者に集中されー絶対権として行使

されるようになるのが牧畜民族の段階である。

「行政権は，きわめて早〈絶対的に行使されるようになった。こり牝牛とかあの牡

牛とかの所有権に関して，何かの私的な争いが生じたときは，社会は直接に関与しな

いが，和戦の決定権につい亡は深い関心をもっている。牧畜民族の時代には，この権

力ほ絶対的に行使される。J(L p. 18， 111~112ベ ン〕

?，ミスによれば，和戦の決定権を中核にして，先ず行政権が絶対権として確

19) 原始的な社会にあっては，個人は共同体の中に埋没しているのであるがら，個人と社会とカ吟ナ
裂していないということは当然でもあろうが，共同体を媒介させることなし個人から出発して
直接に固軍k対応きせると Eが，スミスの特徴の一つでもある"

20) rあらゆ@租税は，それを支払う人にとって奴隷状態を象徴するものではなくて，自由を象徴
するものである。なるほど租税は，こ二の人が統治に服しているということを示すものではあるけ

れども，同時にまた，彼は苦干の財産をもっているのだから，彼自身がある主人の財産〔すなわ
ち担隷J"cありえるはずがない，ということも示すも司なのである，J(W. of N. II p.873， IV 

301へージ〕
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立される。その次に司法権，そして立法権という順序である2130 ここで注目し

てお〈べきことは，権力の確立の基礎には，和戦の決定権という軍事力の存在

が示され Cいる ζ とである問。

「社会の初期においては，政府権力の執行はすべて不安定である。多数D者は戦争

をすることができるだろうが，少数者にこれを強制することはできない。もっともこ

り権力は絶対権として行使された最初のものではあった。司法権の行使は，連合権

Eすなわち行政権〕の行使よりも，ずっと長い間不安定であコた。 ーしかしながら，

やがてそれは絶対権となった。立法権はそ白導入の当初から絶対権であったが，それ

は社会の初期には存在しなかった。それは司法権の増大から生じたのである。J(L 

p. 67， 185ベージ〕

司法権は，行政事務の増大にともない，行政権を専有する者から委託されて，

行政権より分離されるのである。

「司決権が行政権より分離するDは，もとはといえば，社会の改善昭進歩の結果と

して社会の事務が増大したことによるように思われる。裁判業務は非常に骨がおれか

っ複雑な義務となり，それを信託された人びとは不断に注意を払わねばなら註くなっ

た。行政権を委託された人びとは，私的な訴訟の判決に自 b参加する余裕がなかった

ので，彼のかわりに判決を行う代理人が任命された。J (W. 0/ N. 11 p. 722， IV 56 

ベー ν)

ζ こでの「社会の改善の進歩」とは富の蓄積，富裕の増大であり I社会の

事務」とは，所有権の確定や保護などの私有財産をめぐる争いの調停のことで

ある。所有権をめくる争いを中心に，その他の何かもめごとが生じた時，あい

争う当事者が調停を求めようとナるのは，和戦の決定にさいし重大な影響力を

与えることのできる人であることは当然であろう。ここに，財産をめぐる争い

21) ここで歴史的に確立されていく権力の順序(行→司争立〉は，本質的な権力としてλ ミスがわ

げた順序〔立→司→行〉とは逆になっている。ここに国家権力目発生論と本質論をめ fる興味あ
る一つの問題が存在しているように思えるが，ここでは展開できる余裕がない。

22) スミスは，権利や権力というものは，武力による裏付けがなければならない乙とを，明白にの
べているじ 「議会の権干U，"， [国王に対抗するという〕その性質上，武力によって保護されえる
ことを前提とするν さもなければそれは全〈権利ではないからである.Hム p.70. 190ヘ ジ〕
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を調停する仕事が，軍事力を背景にし℃一部の者に集中していくのである。社

会の初期の段階ではいまだ知られていない私有財産をめぐる遺言，契約，特に

困難な取引などが行われるようになると，争いが次第に頻繁となり，訴訟の数

が急激に増大したのである (L.pp. 1ι19. 113ベーン)。訴訟数の増大とその複雑

化は，行政の専門家が裁判業務をも兼任するよとを不可能とした。すなわち，

行政に参加している人は，裁判にも参加しうる時間的な余裕がな〈なり，

に， 行政と裁判の分業が必然化されたわけである。

すでに ιれたが，立法権は司法権を抑制する必要から生じた。

「所有権が拡張きれるにつれて，厳格な規則を定地，これを彼らEすなわち裁判官〕

に守らせることにより，彼らのかつてな決定を抑制することが必要となった。かく L

て立法権が司法権を抑制するものとしてもたらされた。J(L. p. 68， 186ベ-;，/) 

司法権が絶対権として確立されると.裁判官は人びとの自由，生命，財産な

どに対して専制的な決定権をもつようになる。彼はその姿を見るだけで恐ろし

いぐらいである (L.p. 67， 185ベージ〕。したがって立法権による司法権の抑制が

不可避となる。もとはといえば，行政権力の保持者により任命・委託された代

理人ではあるけれども，自己の職務の内容によっては，立法権という新しい権

力によって抑制する必要が生じるまでに権威を獲得するのである。ここに集団

意志を担う専門家集団の自立化していくことの一つの根拠が示されている。

以上において，住民全体に共有されていた権力が，長い歴史的な過程の下で，

行政権.司法権，立法権という順序で一つずつ住民から切り離され，絶対権と

しτ行使されるようになる過程をたどってきた。これに刈応して住民から切り

離された業務を専門的に担う集団が形成されていく ιとが，次に分析されねば

ならない。すなわち住民からの権力の切り離しは，その権力業務を専門的に担

う集団の形成なのである。

「自由民が自分の仕事をすべて奴隷にさせた時には，彼らは公務に携わることがで

きたu しかし土地が自由民によって耕作されるようになると，下層の人びとは公務に

携わることができ雪な〈なり，しかも自己D利誌からしてもそれを腔けようと努めた。
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かくしてヴェニスの住民が，公務から逃れたいと願った事実を例証することができる。

同じように，オラソダの諸都市は自発的に公務を市会に委譲し，その結果市会は全権

主賦与されるにいたった。J(L. p. 24， 121ベ ジ〉

奴隷制度は.スミスにあっては.基本的には否定されるべきものであった。

奴隷は自分の利益とはならなL、から労働恵欲がなく，自由人の場所をふさぎ，

自由人の数を減ずるからであるく『グヲスゴウ大学講義』第 2篇，第3節，主人と召

使，参照〕。しかし小きな共和国にとっては，奴隷制は共和国D衰微を遅らせる

という，一つの便益があった。自由人は，手工業などを奴隷にまかせ，軍事訓

練に勤しむことがで雪たからである幻)。すなわち行政などに参加できる時間が，

奴隷の労働の上に立つことにより確保されていたわけである。奴隷の数が増え

すぎず，自由人との分業関係がうま〈成立している間は，奴隷制は自由人にと

っては彼の発展を可能とする制度なのである。

社会的分業が発展し，特に商工業に多〈の人びとが従事するようになり，社

会が『商業社会」叩といわれる段階に達すると，人びとの生計は自らの職業を

遂行することによってのみ維持しうるようになる。したがって物質的な富を生

産しない不生産的な公務に携わることは，それだけ自分の稼ぎが減少すること

を意味するから，特に日常的な貯えの乏しい人は，公務につくことを自ら制限

23) f/jさな共和国においては，虹隷制度にともなう つの便益がある。そして，それは担隷制度

の唯一の便益であるように思われる0であるが，すなわち，奴隷制度は共和国の壷微を遅らせる

とし寸点てある予 ローマやアアナイでは， 手工業は担耕によっ ζ百まれた. そしてλ ハルタ人

は，自由民が職人の仕事士仕込まれるのを許さないほどになった。なぜなら，彼らはそういう仕

事をすれば，身体を害すると想像したからである。したがって，カイロネア戦直の時，アテナイ

の文化はかなり高尚なも白となっていたが，全ての職業が奴隷によって行われていたという正に
こり理由だけで，アテナイ人は多('"人数を[戦揚へ〕送り出すことができた，という事実があ

るu 担融制度が行われなかったイタリアの共和!国では，まもな( [外敵に侵略きれ]その自由を

5たった， といいうるこtができる.J(L. p. 27， 125へーク〉

24) r度分業が世底して確立されると，人聞が自分自身の労働の生産物により充足しうるもの

は，ご〈 部。必需品でしかなくなる。彼は，必需品D大部分は，自分自身。消費を越えてなお

余りある自己，;苦闘白生産物自余剰部分を，地人の骨醐の生産物り余剰部分 e，かつ自分が必要

とするものと突換することで手に入れる. このようにして， あらゆる人は交換によって生活す
る， つまりある程度商人になる. そして社会そ白ものも，適切に言うならば，一つの商業社会

comme宕cialsocietyになる.I (l杭 ofN. 1 p. 37， 1 133ページ)
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せざるをえなくなる。そ ζでその公務に専念してもらう人を選び出すという方

法がとられた。彼らの生活維持のため若干の租税を支払わねばならなくなるが，

その ιと E自分の仕事に専念でき，志してや白己の財産が安全に守られる保障

となるのなら，自発酌にこういうことがなされたのも当然であろう。

「園務自ために自己申時間と労働を費す官支が，その報酬を受けるべきことも同じ

〈必要である。との日的のために，また政府の費用を支弁するために，若干白基金が

調達されねばならない。これがすなわち国家収入り起源である。」町 (L.p. 3， 91へ

ジ〕

ここでは，時聞がな〈て行政に参加することができない人が，自発的に官吏

の生活維持のために一定の費用，すなわち租税を支払うことと，官吏の給料と

政府の活動のための費用が周じ性質のものとして，同じ財源から支払われるべ

きものとしてとらえられていることが興味深い。不生産的な行政活動に参加で

きない人，または参加を望まない人が，租税を支払って公務員を雇用~，本来

自分たちが行ってきた行政を委託する。そうすることで人びとは自分の時間を

確保するのだが，代理人といえども公務員は，白己0)生活費を要求するよと立

徴税権をにぎり，社会の上に立つ基盤を獲得Fるのである2ヘ

25) こうしたスミスによる租税の起源の把握は， 以下のマルクスの徴税機能の把握と対比させれ

ぱ，両者自蓋異を明瞭に表現している4のとして，非常に興味深い。 I土地の一部分は自由な私

的所有として共同体。成員によって独立に管理され，他の部分←agerpll~】licus [公共地]ーは彼

らによって共同に耕作された.との共同労働の生産物は，一部は凶作その他の災害のため白予備

財源として役だち，一部は戦費やその他の共同体主出をまかなうための圃庫として控だった。時

が立つにつれて，軍事関陣や教会関毘甲高略説者たちは，共有財産といっしょに共有財産のための

仕事を横領した。自分たち甲公共地で0自由な農民の労働は，公共地盤人たちりための夫役に変
わったロJ CK. Marx，ιa. 0.， Das Kapital， 1. S. 252， K マルクス， 前掲， 資本論車工部，

308ページ)

26) Iζの公権力を維持するためには，国家市民の費用負担が必要で去る。ーーすなわち租税であ

る。これは，氏族社会のまったく知らないものであった。しかし，今日ではわれわれはこれにつ

いて話のたねに困る ζ とはない。文明。進歩につれて，租税でもまだ足りなくなる。国家は未来

を引当てに手形をふりだして借入れをおこなラーすなわち園債であるB これについても..113..ー
ロッバはいろいろと体験談をもっている。 -・.いまや公的強力と徴税植をにぎつ亡，官吏は，社会の機関でありながら，社会のうえ仏立って

いる。J(Friedrich Engels， Der Ursprung der Familie. des Privateigenthums und des 

Staats， MEW. Bd. 21， 1962， S. 166， フリ}ドリツヒ エンゲノレス，家族，私有財産および国

家の起源，前掲「マルクス=エンゲルス全集」第21巻， 1971年.170ベ ジ〉
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裁判官の選任も全く同様である。

rc私有財産の発生と商業の発展により争いが頻繁となったが1人びとは一般に何

かある一定の職業部門に従事していたから，訴訟に携わるために時聞を割〈となれば，

大きな損失を被らざるをえなかった。そこですべての事件が未解決Dまま放置されざ

るをえず，そのためにさまざまな不便が生じるに任せるか，それとも社会の種々り構

成員にとって一層好都合な何かある方法に思いいたらねばならなかった。人びとが自

然に思いフいた方法は，仲間のある者を選んで，彼bに一切の事件を委託することだ

ったのであろう。既にその時までに優れた勢力をもっていて他の者に主主きんでていた

首長がこういう時に日頃の優越を維持L こ白目的のために選ばれた人びとの一員と

なる白は自然のことであろう。J(L. p. 19， 113ベータ〕

立法業務についてはスミスは何ものべていない。しかし国家の義務で第ーの

ものとした国防に関して，彼はまた興味ある分析をしている。

「和戦を決する権力は，最初は人民全体に委ねられていた。しかし社会が進歩して，

都市が要塞で固められ，武器庫の設備ができ，貨幣の貯えが集中され，将軍と士官が

任命された時，人民全体がこの種の評議に参加することができな〈なった。そこでこ

の職分は裁判所の手に帰するか，あるいはこり目的のために別に 団の人びとが任命

されるのを常とした。J(L. pp. 19-20. 114ページ〕

和戦の決定権が住民全体の手にあった時は，住民全体が武装している民兵制

度が当然前提されている。こ ζで重要なのは，民兵制から常備軍への移行を必

然化する根拠に，武器庫などの設置と，これを専門的に管理する将軍や土官な

どの専門家集団の形成がのべられていることである問。 ιうした 部の人びと

に軍事施設を専門に管理する機能が与えられ，住民の大多数がそれから切り離

されることが，後にものべるように，住民が国防に対して肉体的にも精神的に

も不見化する第←歩であることを確認しておくことは必要であるυ

2わ武器庫や要塞などD軍事設備は，一種の「行政手段」を形成するものであるが，池上惇氏が，
こ'"r行政手段」との関連において展開された官僚描論や公務骨醐請は，氏の財政学研究での大
きな葉桜申一つであろう(池上悼「現代資本主義財政論」有斐閣，昭和49年，特に序章を参照λ
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更に分業が発展し，国防の任務を専門的に担う集団 ，すなわち，常備軍制度

の形成について考察しよう。

「戦争技術は，実際すべての技術のうちで最も高尚であるから，文明の進歩につれ

て必然的に最も複雑な技術のーっとなる'"。機械技術と，それが必然的に関連する他

の技術の状態が，ある特定時代の戦争技術が完全なも自にされうる程度を決定する。

しかしそれをこの程度の完全さにするのは，それが市民の特定階級の唯一あるいは主

要な職業になる必要がある。また他のすべての技術と同様に，この技術の改善にも分

業が必要である。」向(lV.of N. JI p. 697. IV 15-16ベーン)

また， 分 業 が 発 展 し自分の専門の職業に従事する人が増えれば長士の数が滅

ること (L.pp. 26-27. 123c 124ページ)，人びとが自分の仕事が細分化されること

28) I晶もま平和よりも早くから発展している@賃労働や機械など申ような一定の産情的諸関係

が，戦争こよって，また軍障などのなかで，市民社会D なかでよりももっと早〈から発展させら

れる仕方u生産力と吏通関唱頃系と白関係も宥隊のなかではと〈に明瞭で2ちらるoJ(K. Ma目 .E日inle低去

t印u暗〔包z叩u町rKr 

f臣揖学批判〕序説.前掲「マルクス=エンゲルス全集」第1口3巻.1四96臼4年'由Gベ一己ク?)， このマ

ルクスと対比白 ζとιeスミ Jλスにあつては，いわば「生産力」の面だけでとらえているが，マルグ

スにあっては「生産関係」白面も吉まれている。

29う スミスは更に続けτ言う。 r他の諸技柵のばあいには，分業は，個人D慎慮により自然に導入

される。なぜならば，彼は多数百仕事に従事するよりも，特定の仕事に局幌する方カえよりよく

自分¢私的な利益を増大しうることを草知しているからであ五しかし兵士という職業を，他の

すべてとは全<~IJの独立した特別の職業とできるDは，国賓の英知だけであるJ (弥r:o.f N. Il 
p 回 7，IV ]6~ ジL ととで注目すべきは，分業としての常備軍白成立を， 同じ分業の論理で

説明するにしても. I大変広大な効用を全〈眼中に置かない，人間本性中中にある一定の性向，

すなわちある物を也の物と取引，交易，交換するとU、う性向。，緩慢で南進的ではあるが必然的

な帰結j(配 0./'N. 1 p. 25， 1 116ベージ〕としての分業の自然発生とは異なる方法で. r国家

田英知町産物Jとして説朋している点である。こうした説明は. r人問。慎慮と知底の至高白努

力の結果」としての法と政1府の設定 (L.p. 1曲， 321-322へージ〕とれ 「政府の最高の努力の

賜物」としての立法権の設定 (L.p. 17， 110ベ ジ〉などと，国家宅島構やその機能について特に

ももいられているようである。周じ分業の発展でも，産業の発展と国家。発展とでは，その論理

が使いわけられている。このことは，スミスが国家の考察にさいして，単に社会的な分業の発展

と そ¢合理的拍車的な管理由見地からだけでは十分に把握できないことに留意し 腐心して

いることを意味する。なお山崎怜，前出，アダム田スミスと国家， 124-125ベ ジ参照し

しかし論理を使いわけているとはいえ，単に分業請からする常持特の説明は. rみずから

武装力として組織した住民ともはや直接には一致しない，一つの公的強力を打ち立てること」を

一つり国家の特融とする，また「住民の自主的に行動する武装組識が[国家と共存することが]

不可能になった」ととらえる，エンゲルス¢説明と対比されるべきであろうロ (F.Engels， a. a 

0.， Der Ursprung der Familie， des Privateigenthums und des Staats， S. 165， F ェソゲ

ルス.前括主家諺己私有財産およじ国家の担源， 169ペ ジ)。
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により肉体的， 精神的にも戦いにふむきになること(阪ザ N II pp. 781一花2，

IV 158-159ページ〉も含めて，製造業の進歩と戦争技術の改善というこつの原因

から，人びとは自費で戦争におもむ〈ことが不可能，ないしはきらうようにな

り (W.of N II p. 694， IV 11-12ページ)，常備軍制度が不可避となる。

以上において，住民全体に共有されていた諸権利が，住民から切り離され，

一部の者に集中されていく過程に対応して，切り離された業務を専門的に担う

集団が形成され亡いくよとが，あきらかになった汽社会的分業の発展によれ

不生産的な業務を行う乙とを専門とする集団が，また社会的な分業のーっとさ

れてゆくということである汽最後にこの集団が相対的に自立化してしぺ根拠

をスミスに聞こう o もちろん軍事力が権力集中の背景にあることを忘れてはな

らないが，以上の機能が絶対権正して確立する根拠は，スミスによれば処罰権

の確保に求められているようなので，処罰権の側面から見てみよう。

社会の初期においては，政府はいまだ無力で，単なる友人の立場，せいぜい

調停者の役割を果すのみであった (L.p. 18， 111ベージ〕。

rc野蛮な国民の時代にあっては〕政府は弱体であり，仲裁の方途によるのでなけ

れば，個人間の争いにはあえて干渉しなかった。特に狩猟民族の時代においては，権

威も単なる名称以上のものではなく，有力者といえども当事者を説得じて，和解させ

ることしかできない。J(L. p. 137， 288ページ〉

処罰が犯罪に準じて行われるようになるには，長い時間が必要である。もと

もと侵害者を罰することは，首権者の絶対権として行われるのではな<，公平

30) 統治を専門に担う階級と，もうばら統治される階級と，~一種の社会伯分講の成立と，統治階扱

への権力の集中や誼統治階級の統治能力の喪失，貧困化などについては，池上博「財政危機と住
民自治」青木書声， 1976年，特に第1章Eを事用凶

31) I事柄は，分業の立場かb考えてみれば，最も容易に理解されます。社会は，自分に欠く .ot
りできないい〈つかの共司自機能を生み出します。このような機能をあてがわれた人々は.社舎

のなかであ分業目新しい一部門を腕します。それとと也に，これらの機能はその受任者たちに
たいしても特暁な利害関揮をもつようになり，彼らに対して独立化されます。そして一一そ ζに
国家が生ずる白ですoJCF. Engels an Conrad Schmidt. 27 Oktober 1890. MEl4ζBd.37. 
1967， S.担O.F エンゲルス， C ジ品ミットへの手紙189C年10月27日，前掲「マルクス=ェγ

ゲルス全集」第37巷. 1町5年I 424ペジ〉
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な傍観者が被害者の状況を観察して，それと対比して犯罪者への処罰に共感し

うる限りで，それは是認きれたのである。

「われわれが刑罰を是認する第ーの根拠は，通常そう考えられている公益の尊重で

はない。真の原理は，被害者の憤りに対するわれわれの同感である。J (L. p. 136， 

286-287ベージ〕

処罰の根拠は，当初は確かにλ ミλ の言うように，その効用ではなく，被害

者の憤りへの同感であったかもしれない。しかし彼もいみじくものべているよ

うに，犯罪を単に私人聞における争いという観点からだけでなし社会的な観

点から見直してい〈と，事態は少々変化して〈る u

「昔から犯罪は，被告を受けた家族に対する犯罪と，平和に対する犯罪という，二

つの見地から考察された。J(L. p. 138， 290ベージ)

政府は，最初は当事者間の利害調停という立場から私人間の争いに介入する

が，政府が次第に強力になるにつれて，社会への犯罪，政府への被害を賠償す

るための処罰という見地が，有力に作用するようになる。

「政府が強力になると，謀殺者は被害者の親類に対してりみならず，社会に対して

も賠償をせざるをえなくなった。なぜならば，社会に彼を保護するという手数，すな

わちこのばあいには，彼を関係者の復讐から保護するという手数をかけさせたからで

ある。J(L. p. 137， 289ページ〕

出発点は犯罪者の身辺を保護するという，当事者間の利害関係に直接関連す

る手数に対する賠償の請求である。 ζ こから社会は私人間の争いに介入し始め，

次第に権威を増すにつれて，処罰権を自己の利害関係に一致させ亡行使するよ

うになる。

「市民政府が権威を増すにつれて，平和的撹乱を少なくするため，処罰1がより厳格

にされた。J(L. p. 140， 293ベジ〉

ここにいたっては，政府は社会の千和，秩序の維持という口実の下に，自ら

の権威を確保しようとすることが明白となる。社会への犯罪，平和の撹乱，社

会的秩序の破壊の防止主いう理由を前面に立てて，厳格な処罰権を背景に，政
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府は住民に臨むことができるようになるのである。ここでは既に同感の原理は

消失し r公益」が前面に出てきている。この根拠は，処罰権の専有というこ

とである。

「政府が権力を得た後は，賠償が犯罪に相当していなかったので，犯罪者の自由D

代償として，この追加的な賠償を自己りものとした。こうしたζ とから，君主は本米

木払債務士免除する権利を持たないのと同様に，罪を許す権利を持つものではないけ

れども，彼は犯罪者を赦免する権利を獲得した。J(L. p. 138， 289-290ベ ジ〕

国家は，司法権の絶対的な強化を背景に社会への犯罪というものを設定し，

犯罪者に賠償を請求じ，また彼を敢免する権利を独占的に所有するようになる。

統治者は，司法権を住民から切り離し，自己の管理下に置くことにより，また

処罰権の強化もあいまって，以前は住民全体の共有物であった司法権を，統治

手段とし亡行使しうるようになる Q 同感の原理ではなく r公益」による社会

秩序の維持が図られる。処罰権の絶対権としての確立により，権力は相対的な

自立化を完成するよとになる。そして現存ずる政府権力の維持が自己目的とさ

れる基盤ができあがったのである。

3 'J、 括

スミスは閏家を歴史的に考察ずることによって，以上見てきたように，多く

の注目すべき論点、を残した。小論においては，従来着目されてはいなかった時

間の要素というものを取り上げることにより，分業の発展と代理人や租税論に

おいて，特に興味ある展開がなされたことを見た。これら白点をこよ二に要約し

ておこう。 1'Cり特徴点とも重複することになるが，このことはスミ只の歴史

的必考察方法の重要さを示すことになるので，あえていとわず再び記しておく。

①圏家の歴史性と社会生問。国家は歴史的な産物であり，社会の最も初期の

段階では存在せず，第二の牧畜民族の段階で，私有財産の保護の必要から，社

32) r国家はけっしてそとから社会に押しつ什られた撞刀ではない それは，むしろ一定u発

展段階にお吋る社会白産物である。それは，この社会が自分自身と0解決不可能な矛盾に絡みこ
まれ， 自分ではらいのける刀のない，和解できない対立物に分裂したことの告白である.ところ
で三れらの対立物抗すなわち相争う経帯的利害をもっ諾暗紐が，無益な闘争によって自分自身ノ
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会の内部の分業の発展の結果として出現する。したがって契約や同意により政

府が出現するのではなLバ契約説批判については，L. pp. 11-13， 102-105ベーチ参照〕。

②国家の発生過程は，元来住民全体が共有していた立法権，司法権，行政権

という三つの基本的な権力が，長い歴史の過程をへて つずつ住民から切り離

され，集中され，その業務を専門的に担う集団が形成される ζ とである。

e権力を集中する契機は軍事力である。そしてその順序は，まず和戦の決定

権を中心にして行政権，それから分離されるかたちで司法権，これを抑制する

ものとしての立法権である。

「彼【大牧羊者または大牧牛者〕は， 目下の誰よりも多童文の人の結合された力を支

配Tることができる。彼。軍事力は彼らの中の誰のそれよりも大きい。戦時には，彼

らり全ては，白然に他の誰よりも彼の旗の下に集合しようという気になるし，またこ

のようにして，被の生主れや財産は，自然にある穂の行政権を彼に与えるのである。

その上，他の誰よりも多数の人の結合された力を支配することにより，彼は，彼らり

中日誰かが他を侵害した場合，その不当行為を償うよう強制することが最もよ〈でき

る。それ古文彼は，あまりにも弱〈自衛できない全ての人びとが自然に保護をあおぎ求

める人物である。白分たちが被ったと思う侵害について，彼らが自然に不平を訴える

のは彼に対してなのであって，こういう場合彼の調停は，訴えられる当人によってさ

え，他のどのような人物白調停よりもたやすく服される。このようにして，放の生ま

れや財産は，自然にある種の司法権を彼に与えるのである。J (W. of N. II p. 714， 

IV 43-44ページ〉

②集中された権力は，処罰権0)強化を背景に，絶対権に転化され，その一部

の集団により，住民に対する統治手段として行使される。

⑤本質的契機と Lての私有財産の保護。狩猟民族の段階で既に和戦の決定権

、と社会を消耗させることのないようにするため，外見上社会自うえに立ってこの衝突を緩和し，
それを「秩序」の枠内に引きとめておく権力が必要になった。そして，社会から生まれながら社
会D うえに立ち，社会にたいしてみずからをますます疎外してい〈この権力が， 国家であるJ
(F. Engels， a. a. 0.， Der Ursprung der Fami¥ie， des Privateigenthums und des Staats 
S. 165， F ェンゲルス，前掲p 家族，私有財産および圏家の起源， 169ベージ〉こ申エンゲルス
左女す上Eのとと.
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は重要な役割を果していた。しかし本来。政府というものは，牧畜民族の段階

で，私有財産の発生とともに，その保護を本質的契機として出現する。 ζのζ

とは.スミスが『諸国民の富』第 5編第 1章で経費論を展開するさいに，防碓I

費，司法費，公共土木事業および公共施設の維持費という順序をとっているが，

市民政府が出てくるのは司法費の段階になってから，という ζ とにも対応して

いるのであろう。

⑥財産の所有形態の変位と政府形態の変化との依存照応関係。政府の形態は，

その目的の遂行に最も適したものになるはずである。国家発生の本質的契機は

私有財産の保護であるから，財産の所有形態，所有権の拡張につれて，政府の

形態も変化するのである。司法権の強化や立法権の導入や民兵市uから常備軍制

度への移行ーなどは一つの典型である。

「所有権と政府とは，互に大きく依存しあう。所有権の維持と所有物の不平等とが，

最初に政府を形成した。そして所有権白状態は常に政府の形態につれて変化するにち

がいない。J(L. p. 8， 97ベジ〕

①社会の発展の保障としての政府権力や機能の強化の必然性。 λ ミ旦にとっ

ては，政府の確立による私有財産の保護の効果として，労働意欲が喚起され，

社会の発展が促進されるというだけではなし政府の弱体が社会進歩の遅れる

原因であり，政府が本来の機能を全うするには，必然的に強化されねばならな

いのである。

「政府の性質が富裕の進歩の遅しつもう一つ白原因として示された。 LI;fLば

のべたように，社会の幼時には政府は無力薄弱であるに相違なしそり権威が個々人

の勤労を彼らの隣人心強奪に対して保護しえるりは，ずっと後Dことである。人ひと

が自己D所有物全部がいつ強奪されるかも知れないという危墳を感じている時には，

彼らは勤勉になるべき動機をもたない。そ乙吉は資財り蓄積は少ししかありえない古

あろう。なぜならば，大多数を占ると思われる怠惰な者が勤勉な者に依食1.-，彼らD

生産するものすべてを消費するだろうからである。政府の力が勤労の生産物を守るほ

どに大き〈なると，他。障害が異なヮた方面から発生する。野蛮状態にある隣接諸国
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民の中では，常に戦争が行われている。一国民はたえず他国民を侵略，略奪するので，

私有財産はたとえ隣人の暴力を逃れるとしても，それは敵の侵略の危険にさらされて

いる。このような状態Cf~.資財の何らかり蓄積がなされえるという ζ とは，ほとん

ど不可能である。J33) (L. pp. 223-4， 110--:.ーシ〉

③国家の独jLの維持の重要性。国家の維持の自己目的化。国家権力の強仙の

必然性は，その本来の目的の私有財産の保護のためには国家の独立の確保が不

可欠ということで，遂には国内の富裕を増進さすことよりも優先されるにいた

るu

「国防は富硲よりもはるかに重要であるから p 航海条例はイ γ グランドの商業上の

すべて0法規の中で，おそらく最も賢明なもりなのである。J (W. of N. 1 pp. 464 

465. !ll 73ベーシ〉

したがって国家の独立維持のためには，戦費をねん出するための政策が，園

内の富裕増進策に優先される。すなわち国家の独立維持の至上目的は，圏内の

租税政策や産業政策に優越するものである。

「適当な課税物件がすべて使い果されたにもかかわらず，もし国家D危急がなお新

IIIを要求してやまないというのであれば，この租税は不適当な課税物件にまで課され

るにちがいない。したがって国家の独立を獲得してこれを維持するために，非常な節

約を励行したにもかかわらず，巨額の債務契約をよぎなくされたほどの高価な戦争に

まきこまれてきたこの共和国 Eすなわちオランタコが，生活必需品に課脱したとして

も，けっしてその英知を非難するわけにはいかないであろう。J(W. o/" N. II p 906， 

IV 403へジ〉

そしてついに圏家の紙持が自己目的とされるにいたる。

11政府はしばしば，その国民の保護のためにではなしそれ白身のために維持され

る。J(L. p. 269， 473.ミーシ〉

33) 政府の権威や機能の必然性は強調されているが，そ申財政的裏付けについては，何もふれられ

ていない。むしろ，租税すなわち国家収入の過重は，富裕D進善が遅かった原因のーっとされて
いる (L.p. 236， 428ぺージ)。スミスの安価な政府論として，様々な理解がなされてきたーっ。

原周が， ととにあるのであヌろうー
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III おわりに

国家権力の形成過程の論理と歴史に焦点、をあてながら，アダム・スミスの国

家に関する言及部分をあとづけてきたロ小論ではスミスの国家の本質把握を前

面に山して再構成を試みたので.ふれるべくし℃ふれえなかった点も多いし，

従来のZ ミスの国家論に対する理解から見れば，やや一面的とさえ言いうるよ

うなスミス把握になったかもしれない。しかしながら.7.ミスは歴史的なまた

発生史的な方法を駆使することにより，現在の国家論の諸課題に関して，きわ

めて重要な論点を残したといえる。それは，社会の分業の発展の下で，国家機

構，政治権力の相対的自立化の論理を把握しえたことによるのであろう。単純

に分業の発展=生産力の上昇の側面からのみの把握ではなし生産力の発展が，

一方では分業を極限にまでおし進めるとともに，他方では権力の相対的自立化

をも呼び起こすこと，これに対応して，一方で一面化し.統治から疎外され，

統治能力を喪失した大多数が形成されるとともに，他方で統治を専門に担い，

全体性を体現する一部の集団が形成されることを示しえたことは.スミスの国

家論の大きな功績の一つである。

「分業が進展するにロれて，労働によって生活する人びとのはるか大部分，すなわ

も人民大乗白職業は，少数のごく単純な作業に，しばしばーっか二つの作業に限定き

れるようになる。とよろで，大部分の人びとの理解力は，必然的に彼らの日常的な職

業によって形成される。その一生が少数の単純な作業の遂行に費され，その作業D結

果もまた，おそらくは常に同ーかまたはほとんど全く同一であるような人は，けっし

て起ζ りそうもないもろもろの困難を除去するための便法を発見するために，自分自

理解カを働かせたわまたは発明力を働かせたりする必要がない。それゆえ彼は自然

にこういう努JJje払う習慣を失い，およそ創造物としての人聞がなりさがれる限りり

ばかになり，無知にもなる。彼は精神が遅鈍になるから，何か筋のとおった会話に輿

をわかせた札それに加わったりすることができなくなるばかりか，どのような寛大

で高尚なz またはやさしい感情をもつこともできな〈なり，したがってまた，私生活
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の義務についてさえ，その多〈白もりについ Eど白ような判断も下せな〈なる。彼は

自分の固の重大で広範な利害関係について，全然判断を下すζ とができないのであっ

て， 1匝を別人にするためにきわめて特殊な骨おりがなされる白なら話は別であるが，

そうしない限り，彼は戦時に自分の国を防衛することも同じようにできないのである。

彼の停滞的な生活の千編一律さは，自然に彼の勇敢な精神を腐敗させ，そこで彼は，

兵土の不規則で不安定で冒険的な生活を嫌悪するようになる。それは，彼の肉体り活

動をきえ腐敗させるりであって，そこで彼は，自分が従来しこまれてきた職業以外。

どのような職業にも，精神的に忍耐強〈自分のカを発揮できないようになる。こうい

うふうにして，彼自身の特定の職業における彼の技巧は，彼の知的・社会的および軍

事的な徳を犠牲にして獲得されるように思われる叫。ところで，改善吉れたあbゆる

文明社会では，これこそ，政府がそれを防止するために多少とも骨をおら阻湿り，労

働貧民， すなわち人民大衆が必然的に陥らざるをえない状熊なりであるoJ (W，of 

N II pp 祁 1-782，IV 158-159ベジ〕

やや長きに失したかも知れないが，乙 ζにスミスの分業論のエッセ Y スがあ

ると思われるので.あえて全文引用した。 ζ こでは，分業の発展による労働の

細分化.それに従事する大多数の労働者の精神的，肉体的不具化が簡明に語ら

れている。しかし忘れられてはならないのは，主主の教育や体育の必要性の主張

へともつながっていくものであるが.全体性を集積した政府の存在の確認であ

る。スミスの社会把握は，一方で精神的，肉体的に不具化した大多数の住民と，

他方で統治機能を分業として担って自立した一部の集団の併存である。そこで

はまた，後者による前者への働きかけの必然性も認識されている。労働力の再

生産という観点も多少は含まれているにせよ，国防に耐えうる水準に人聞を保

っておくため，教育や体育が不可欠となる。一面化され，欠陥化された多〈の

個人に対して，政府は一定の役割を果すべき乙とが主張されている。国家によ

る社会への，別の言葉で言えば，経済への介入の必要性である。 ζ うした観点

34) Iマニュフアクチュアでは，主体労働者の，したがってまた資本の，社会的生産力が豊かになる
ことは，労働者の個人的生産力が貧しくなることを尭件としてし、る。」口三 M<1IX，仏 a.0.， Das 
Kapital， 1. S. 383， K マルクス，前掲，資本論第1部， 474へ ジ)
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は，現存する国家をそのまま前提L-，その「公的機能」や「社会的役割Jを強

調する一部白論調に対して，一つの有効な批判を提供するものであるといえよ

う。

最後に，残された問題と今後の展望について若干ふれておきたい。第一に，

歴史的な考察方法の評価である。注目でも少しふれたが，スミスはどの程度史

実に即して彼の議論を展開したりか。主たスミスに歴史理論はあるのか。これ

は論争のあるところでもある問。今後はスミ λの道徳哲学体系の中での歴史理

論の位置や， リカードやマルクスとの対比，またスコットラ Y ド歴史学派との

関連などを深める中で，明確にされねばならないであろう。

第二に，スミ月の国家論の全体的な再構成である。 w道徳感育論』で，同感

の原理に基づき結合されている個人の集合体として扱われている国家中，注33

でもふれた，特に『諸国民の富』の中で主張されている自然的自由の体制下で

の国家なども含めた，全体的な再構成である。

第三に，経済的自由主義聞の評価である。 これはノレソーの政治的自由主義と

の対比や，民主主義との関連でもなされねばならない。スミスの主張を結実さ

せた歴史的，社会的条件と，スミスの主張の現実的役割を評価することである。

以上については全て今後の展開をまたねばならないが，次稿においては，小

論で得た政府権)Jの形成の分析に立った上で，形成された権力がいかに大財産

の所有者の権力に結合され，組み変えられてい〈かを，ァ、ミア、の主張にそコて

跡付ける予定である。

35) 西村孝士「桂揖芋体系と歴史」未来社， 1962年.特に第1軍事照。
36) 経済的自由主義に関しては， Harola J. Laslci， The Rise of European L品eralism-An

Essay in lntert同組tion，London， G. AlI四回dUnwin LTD..1936，右上良平訳「ゴ 四

ツパ自由主義り発達」みすず書房， 1951年，を参照@


